
令和５年１０月境港市選挙管理委員会会議録 

招集年月日 令和５年１０月２日（月） 

招集場所 境港市役所第１会議室 

開会時間 午前１０時 

出席委員 西村裕子委員、三代 智委員、池淵靖夫委員、松本雅之委員 

委員長から説明のため出席を求められた者 なし 傍聴者 なし 

会議書記氏名 森山 謙吾 事務局長確認  

提出議案 
①委員長の選挙について 

②委員長職務代理者の指定について 
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【１．開会】 

ただいまから、改選後最初の選挙管理委員会を開会いたします。 

本年９月 27日の市議会で選挙管理委員の選挙が行われました。 

本日が新委員の皆様の下での第１回目の委員会となります。 

 

【２．市長あいさつ】 

はじめに、委員会の開会に当たり、伊達市長がご挨拶申し上げます。 

 

 皆様、おはようございます。 

 委員の皆様には、本当にお忙しい中、選挙管理委員会にお集りいただき、

誠にありがとうございます。今、局長が言ったように、本日は、改選後、初

めての委員会となりますので、委員会規程に基づき、私が招集したところ

であります。 

 この度再任されました西村委員、三代委員、池淵委員におかれましては、

これまで大変お世話になりました。厚くお礼申し上げますとともに、また

引き続き、よろしくお願いいたします。 

 また、新しく委員となられました松本委員におかれましては、これから

４年間よろしくお願いいたします。 

 さて、選挙は、この頃ずっと、国政選挙、地方選挙、統一地方選挙をみて

も、投票率が下がってきている状況にあります。政治に参加する機会であ

る選挙がこのような状態で、非常に心配するところであり、鳥取県におい

て、そういうところを踏まえ、投票率低下等への対策を考える研究会を立

ち上げたところであります。投票参加の促進、投票環境の整備など、市民の

皆様が政治参加しやすい環境整備に向けた検討を進めているところであり

ます。今まで２回開催されましたが、私も参加させていただいたところで

あります。 
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 委員の皆様には、公平かつ中立な選挙の管理執行に加え、投票率向上に

向けた啓発活動につきましても、ご協力賜りますようお願い申し上げます。 

 本日は、委員長の選出等につきまして、ご審議いただくこととなってお

ります。 

 どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

  

市長は公務の都合により、ここで退席いたします。 

 

よろしくお願いします。 

 

～市長 退席～ 

 

【３．委員紹介】 

それでは、続きまして日程３ 委員紹介をいたします。 

境港市選挙管理委員会議案の２ページに委員名簿を載せております。こ

の委員名簿の掲載をもって紹介にかえさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

任期については、令和５年９月 30 日から令和９年９月 29 日までの４年

間ということになっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

【４．委員長の選挙について】 

続きまして、日程４ 委員長の選挙についてであります。 

議案の１ページに関係規定ということで載せておりますが、地方自治法

第 187 条第１項の規定により、委員の中から委員長を選挙することになっ

ています。 

この選挙の方法については、境港市選挙管理委員会規程第１条第１項で

無記名投票によって行うことになっていますが、同条第２項で委員に異議

がないときは、指名推薦の方法によることができることになっています。 

どのような方法がよろしいでしょうか。 

 

指名推薦でよろしいのではないでしょうか。 

 

 ただいま、指名推薦という声がありました。 

 指名推薦でよろしいでしょうか。 

 

 ・・・異議なしの声・・・ 
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それでは、指名推薦によって、委員長を決めていただきます。 

 どなたか推薦される方はおられますか。 

 

 ・・・「三代さんにお願いしたい」との声が複数あり・・・ 

 

 今、皆様から三代委員を委員長に推薦する声がありました。いかがでし

ょうか。 

 

私で良ければ、お引き受けします。 

 

 それでは、三代委員が委員長に選出されました。 

 三代委員長、よろしくお願いします。 

それでは、もしよろしければ、委員長から一言ごあいさつをいただけた

らと思います。 

 

皆様のご指名ということで、この４年間頑張りたいと思います。 

本当は、この委員会を刷新したいなと思っておりましたが、諸事情によ

り再任させていただきました。新しく入られた松本委員にはこの４年間勉

強していただき、これからを担っていただきたいと思います。 

 また、みんなで盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 

 ありがとうございました。 

 

【５．委員長職務代理者の指定について】 

 つづきまして、日程５ 委員長職務代理者の指定についてであります。 

 職務代理者は委員長が指定することとなっておりますので、三代委員長

より職務代理者の指定をお願いします。 

 

 それでは、西村委員にお願いしたいと思いますが、如何でしょうか。 

 

 承りました。 

 

 ありがとうございます。 

 そうしましたら、委員長は三代委員長、職務代理者は西村委員に決まり

ました。 

今後４年間よろしくお願いいたします。 
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なお、資料の３ページ、４ページには、選挙管理委員のおもな活動、選管

委員長の職務について載せておりますので、後でご確認いただけたらと思

います。 

よろしくお願いします。 

 

【６．事務報告】 

それでは、続きまして日程６ 事務報告を事務局からいたします。 

 選挙管理委員会議案の５ページをご覧ください。 

 まず、事務報告ということで、１経過でございます。 

 ９月１日（金）に定時登録の委員会を開催させていただきました。 

 ９月７日（木）「第１回投票率低下防止等に向けた政治参画のあり方研究

会」ということで、先ほど市長も申しておりました、全国的に投票率の低下

や地方議会議員などのなり手不足が深刻化する中、投票参加の促進、投票

環境の整備、シティズンシップ教育の推進など、県民の政治参画を促進す

るための対策について検討するため「投票率低下防止等に向けた政治参画

のあり方研究会」を鳥取県が設置しております。 

 お手元の方に第１回の研究会の資料をお渡ししております。事務局が作

った分厚い資料の他に、それぞれの委員か個別に準備された資料が何部か

ございます。それと、第１回の報告書を付けておりますし、それと日本海新

聞と山陰中央新報の新聞記事も付けております。 

 この研究会ですが、今年中に５回開催される予定となっております。 

 第１回研究会ですが、研究会資料の３ページをご覧ください。研究会委

員メンバーが掲載されております。これら委員に加え、自治体代表として

市長会から境港市の伊達市長、町村会から大山町長、県から平井知事が参

加しております。最初に事務局から投票率、投票環境、主権者教育及び議員

のなり手不足等の状況について報告があり、それを受け、意見交換を行っ

たところであります。詳細については、資料と報告書をご覧いただけたら

と思います。 

 次に、９月 13日（水）「令和５年度県・市町村選挙事務担当者研修会」と

いうことで、鳥取県及び市町村の選挙事務担当者が選挙の管理執行等に関

する諸問題について研究協議を行うといったもので、境港市選挙管理委員

会からは森山主幹が出席しております。 

 次に、９月 14日（木）「裁判員候補者予定者名簿・検察審査員候補者予定

者名簿提出」となっております。裁判員の参加する刑事裁判に関する法律、

また、検察審査会法、これらの法律に基づきまして、選挙管理委員会では、

指定をされた員数の者を選挙人名簿からくじで選定し、裁判員候補者予定
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者名簿と検察審査員候補者予定者名簿を作成し、裁判員候補者予定者名簿

を地方裁判所に、検察審査員候補者予定者名簿を検察審査会事務局にそれ

ぞれ提出いたしました。これらをもとに裁判員候補者名簿、検察審査員候

補者名簿が作成され、裁判員を選出する場合、また検察審査員を選出する

場合、それぞれの候補者名簿から選出されるということとなっております。 

 次に、９月 27日（水）「委員・補充員の改選」ということで、境港市議会

において選挙が行われ、決定されました。 

 次に、９月 29 日（金）「第２回投票率低下防止等に向けた政治参画のあ

り研究会」が行われました。ここでは、第１回研究会の意見を受け、民主主

義の再興（主権者教育）、投票環境の向上、議員のなり手不足への対策、こ

の３本をテーマとして設定し、これらテーマに対して議論が行われており

ます。この時の資料は、本日準備が間に合わなかったので、次回、提供させ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

それで、10 月２日（月）委員会ということで、本日の委員会となってお

ります。 

経過につきましては、以上となります。 

次に「２．今後の予定」ということで、次回委員会は、12 月１日を予定

しております。内容といたしましては、定時登録となります。 

開会時間ですが、通常９時開会としておりますが、12 月１日の委員会は

何時開会にいたしましょうか。 

 

・・・９時でよいとの声・・・ 

 

それでは、12 月１日の選挙管理委員会は午前９時に開会ということで、

よろしくお願いします。 

本日の議事、事務局からの報告は以上となります。 

委員の皆様から何かありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

【７．閉会】 

それでは、以上をもちまして、本日の委員会を終了させていただきます。

お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 


